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午前１０時００分  開会 

──────────────────────────────────── 

◎開会宣告 

○議長（杉本信一君） 本日をもって招集されました令和５年第７回遠軽町議会臨時会を

開会します。 

──────────────────────────────────── 

◎開議宣告 

○議長（杉本信一君） 直ちに、本日の会議を開きます。 

──────────────────────────────────── 

◎諸般報告 

○議長（杉本信一君） 会議に先立ち、局長をして諸般の報告をします。 

○議会事務局長（小野寺正彦君） 御報告いたします。 

 ただいまの出席議員は、１６人であります。 

 本日の列席者は、佐々木町長、河原教育長、村瀬代表監査委員であります。 

 次に、地方自治法第１２１条の規定による説明員、議会事務局からの出席者、監査委員

の令和５年度分例月出納検査の結果並びに議長の執務、閉会中における各委員会等の活動

状況につきましては、別紙印刷の上、お手元に配付のとおりであります。 

 次に、本臨時会の日程は、第１３までとなっております。 

 以上で、報告を終わります。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（杉本信一君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員には、会議規則第１２５条の規定により、黒坂議員、今村議員を

指名します。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第２ 会期の決定について 

○議長（杉本信一君） 日程第２ 会期の決定についてを議題とします。 

 本件について、議会運営委員長の報告を求めます。 

 秋元議会運営委員長。 

○議会運営委員長（秋元直樹君） 御報告いたします。 

 本日をもって招集されました令和５年第７回遠軽町議会臨時会の会期につきましては、

本日午前９時３０分から議会運営委員会を開催し、審議の結果、本日１日間と決定いたし

ました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○議長（杉本信一君） お諮りします。 

 本臨時会の会期は、議会運営委員長報告のとおり、本日１日間にしたいと思います。 
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 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、会期は、本日１日間とすることに決定しました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第３ 町長の提出案件要旨説明 

○議長（杉本信一君） 日程第３ 町長の提出案件要旨説明を求めます。 

 佐々木町長。 

○町長（佐々木修一君） －登壇－ 

 令和５年第７回遠軽町議会臨時会の開会に当たり、議員の皆様には、大変お忙しい中御

参集いただき、厚くお礼申し上げます。 

 本議会に提案いたしました議案の大要について御説明申し上げます。 

 同意第１号教育委員会教育長の任命については、現教育長であります河原英男氏が令和

５年１１月１０日をもって任期満了となりますので、後任の教育長を任命いたしたく、議

会の同意を求めるものです。 

 同意第２号教育委員会委員の任命については、現委員であります大西憲次氏が令和５年

１１月８日をもって任期満了となりますので、後任の委員を任命いたしたく、議会の同意

を求めるものです｡ 

 同意第３号公平委員会委員の選任については、現委員であります菊地建文氏が令和５年

１１月８日をもって任期満了となりますので、後任の委員を選任いたしたく、議会の同意

を求めるものです。 

 同意第４号固定資産評価審査委員会委員の選任については、現委員であります前本雅司

氏、秋田博氏及び鈴木光男氏が令和５年１１月８日をもって任期満了となりますので、後

任の委員を選任いたしたく、議会の同意を求めるものです。 

 議案第１号工事請負契約の変更契約の締結については、令和５年度宮前１条通道路改良

工事について、議会の議決を求めるものです。 

 議案第２号令和５年度遠軽町一般会計補正予算（第７号）は、歳入については、繰入金

及び繰越金を補正するものです。 

 歳出については、第３期子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査委託料を減額するほ

か、東小学校吹奏楽部、南小学校金管バンド及び遠軽中学校吹奏楽部の全国大会出場に伴

う学校行事負担金、南中学校吹奏楽部及び遠軽高等学校吹奏楽局の全国大会出場に伴う社

会教育振興補助金並びに遠軽高等学校ラグビーフットボール部の全国大会出場に伴う社会

教育振興補助金を計上したところです。 

 また、債務負担行為として、第３期子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査委託料の期

間及び限度額を設定するものです。 

 議案第３号令和５年度遠軽町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）については、産
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前産後期間における保険税免除措置に伴う国民健康保険システム改修業務委託料を計上し

たところです。 

 以上が、本議会に提案いたしました議案の大要です。 

 御審議を願う議案につきましては、その都度、担当部課長から詳細に御説明いたします

ので、御協賛を賜りますようお願い申し上げます。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第４ 常任委員の選任について 

○議長（杉本信一君） 日程第４ 常任委員の選任についてを議題とします。  

 常任委員の選任については、委員会条例第８条第２項の規定により、議長が会議に諮っ

て指名することになっております。 

 暫時休憩いたします。 

午前１０時０５分 休憩 

────────────── 

午前１０時０６分 再開 

○議長（杉本信一君） 再開いたします。 

 お諮りします。 

 常任委員の選任については、委員会条例第８条第２項の規定により、お手元に配付した

名簿のとおり指名します。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、常任委員は、お手元に配付しました名簿のとおり選任することに決定しま

した。 

 暫時休憩します。 

午前１０時０７分 休憩 

────────────── 

午前１０時０７分 再開 

○副議長（竹中裕志君） 再開いたします。 

 議長を交代いたします。 

 ただいま総務・文教常任委員に選任されました杉本議長から、常任委員を辞任したい旨

の申出があります。議長は固有の権限を有していることから辞任したいというものであり

ます。 

 お諮りします。 

 杉本議長の申出のとおり辞任を許可することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○副議長（竹中裕志君） 異議なしと認めます。 
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 したがって、議長の総務・文教常任委員の辞任を許可することに決定いたしました。 

 休憩中に各常任委員会を開催し、委員会条例第９条第２項の規定により、常任委員長及

び副委員長の互選をお願いいたします。 

 暫時休憩いたします。 

午前１０時０９分 休憩 

────────────── 

午前１０時２７分 再開 

○議長（杉本信一君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 各常任委員会において、委員長及び副委員長の互選が行われました。 

 局長をして報告します。 

○議会事務局長（小野寺正彦君） 御報告いたします。 

 総務・文教常任委員会委員長は今村委員、副委員長は５番、渡部委員であります。 

 次に、民生常任委員会委員長は８番、佐藤委員、副委員長は黒坂委員であります。 

 次に、経済常任委員会委員長は阿部委員、副委員長は前島委員であります。 

 なお、名簿につきましては、改めて配付いたしませんので、既に配付の名簿を御使用い

ただきたいと思います。 

 以上で、報告を終わります。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第５ 議会運営委員の選任について 

○議長（杉本信一君） 日程第５ 議会運営委員の選任についてを議題とします。 

 議会運営委員の選任については、委員会条例第８条第２項の規定により、議長が会議に

諮って指名することになっております。 

 暫時休憩いたします。 

午前１０時２９分 休憩 

────────────── 

午前１０時３０分 再開 

○議長（杉本信一君） 再開いたします。 

 お諮りします。 

 議会運営委員の選任については、委員会条例第８条第２項の規定により、お手元に配付

した名簿のとおり指名します。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議会運営委員は、お手元に配付しました名簿のとおり選任することに決定

しました。 

 休憩中に議会運営委員会を開催し、委員会条例第９条第２項の規定により、委員長及び
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副委員長の互選をお願いします。 

 暫時休憩します。 

午前１０時３０分 休憩 

────────────── 

午前１０時４７分 再開 

○議長（杉本信一君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 議会運営委員会において、委員長及び副委員長の互選が行われましたので、局長をして

報告します。 

○議会事務局長（小野寺正彦君） 御報告いたします。 

 議会運営委員会委員長は秋元委員、副委員長は８番、佐藤委員であります。 

 なお、名簿につきましては、改めて配付いたしませんので、既に配付の名簿を御使用い

ただきたいと思います。 

 以上で、報告を終わります。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第６ 同意第１号 

○議長（杉本信一君） 日程第６ 同意第１号教育委員会教育長の任命についてを議題と

します。 

 暫時休憩いたします。 

午前１０時４８分 休憩 

────────────── 

午前１０時４９分 再開 

○議長（杉本信一君） 再開します。 

 提出者の説明を求めます。 

 佐々木町長。 

○町長（佐々木修一君） －登壇－ 

 同意第１号教育委員会教育長の任命について御説明いたします。 

 遠軽町教育委員会教育長河原英男氏が令和５年１１月１０日をもって任期満了となるた

め、別氏の方を任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項

の規定により、議会の同意を求めるものであります。 

 別紙を御覧願います。 

 住所、遠軽町２条通北３丁目１番地６。氏名、佐藤裕治氏。生年月日、昭和３９年７月

１４日であります。 

 佐藤氏は人格が高潔で、教育行政に関し識見を有する方でありますので、教育委員会教

育長として任命いたしたく、議会の同意を求めるものであります。 

 なお、御本人の略歴につきましては、参考資料を御参照願います。 

 以上で、説明を終わります。 
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○議長（杉本信一君） これより、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終わります。 

 これより、同意第１号教育委員会教育長の任命についてを採決いたします。 

 本案は、討論を省略して、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は原案のとおり同意することに決定しました。 

 暫時休憩します。 

午前１０時５０分 休憩 

────────────── 

午前１０時５６分 再開 

○議長（杉本信一君） 再開します。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第７ 同意第２号 

○議長（杉本信一君） 日程第７ 同意第２号教育委員会委員の任命についてを議題とし

ます。 

 提出者の説明を求めます。 

 佐々木町長。 

○町長（佐々木修一君） －登壇－ 

 同意第２号教育委員会委員の任命について御説明いたします。 

 遠軽町教育委員会委員大西憲次氏が令和５年１１月８日をもって任期満了となるため、

次の方を任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定

により、議会の同意を求めるものであります。 

 住所、遠軽町大通南３丁目３番地７。氏名、牧島真由美氏。生年月日、昭和５５年５月

１２日であります。 

 牧島氏は人格が高潔で、教育に関して識見を有する方でありますので、教育委員会委員

として任命いたしたく、議会の同意を求めるものであります。 

 なお、御本人の略歴につきましては、次のページの参考資料を御参照願います。 

 以上で、説明を終わります。 

○議長（杉本信一君） これより、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終わります。 

 これより、同意第２号教育委員会委員の任命についてを採決いたします。 
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 本案は、討論を省略して、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は、原案のとおり同意することに決定いたしました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第８ 同意第３号 

○議長（杉本信一君） 日程第８ 同意第３号公平委員会委員の選任についてを議題とし

ます。 

 提出者の説明を求めます。 

 佐々木町長。 

○町長（佐々木修一君） －登壇－ 

 同意第３号公平委員会委員の選任について御説明いたします。 

 遠軽町公平委員会委員菊地建文氏が令和５年１１月８日をもって任期満了となるため、

次の方を選任いたしたく、地方公務員法第９条の２第２項の規定により、議会の同意を求

めるものであります。 

 住所、遠軽町東町３丁目１番地３２。氏名、大貫雅英氏。生年月日、昭和３７年１月１

６日であります。 

 大貫氏は人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があ

り、かつ人事行政に関して識見を有する方でありますので、公平委員会委員として選任い

たしたく、議会の同意を求めるものであります。 

 なお、御本人の略歴につきましては、次のページの参考資料を御参照願います。 

 以上で、説明を終わります。 

○議長（杉本信一君） これより、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終わります。 

 これより、同意第３号公平委員会委員の選任についてを採決いたします。 

 本案は、討論を省略して、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は、原案のとおり同意することに決定いたしました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第９ 同意第４号 

○議長（杉本信一君） 日程第９ 同意第４号固定資産評価審査委員会委員の選任につい

てを議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 
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 佐々木町長。 

○町長（佐々木修一君） －登壇－ 

 同意第４号固定資産評価審査委員会委員の選任について御説明いたします。 

 遠軽町固定資産評価審査委員会委員前本雅司氏、秋田博氏及び鈴木光男氏が令和５年１

１月８日をもって任期満了となるため、次の３名の方を選任いたしたく、地方税法第４２

３条第３項の規定により、議会の同意を求めるものであります。 

 住所、遠軽町生田原２７１番地８。氏名、秋田博氏。生年月日、昭和２２年７月２８

日。 

住所、遠軽町１条通北７丁目１番地６８。氏名、鈴木光男氏。生年月日、昭和３１年５

月２８日。 

住所、遠軽町２条通北７丁目１番地７６。氏名、中川原孝子氏。生年月日、昭和３２年

２月３日であります。 

 以上、３名の方は人格が高潔で、固定資産の評価に関して識見を有する方でありますの

で、固定資産評価審査委員会委員として選任いたしたく、議会の同意を求めるものであり

ます。 

 なお、３名の方の略歴につきましては、次のページ以降の参考資料を御参照願います。 

 以上で、説明を終わります。 

○議長（杉本信一君） これより、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終わります。 

 これより、同意第４号固定資産評価審査委員会委員の選任についてを採決いたします。 

 本案は、討論を省略して、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は、原案のとおり同意することに決定いたしました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１０ 議案第１号 

○議長（杉本信一君） 日程第１０ 議案第１号工事請負契約の変更契約の締結について

を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 吉岡情報管財課長。 

○情報管財課長（吉岡秀利君） 議案第１号工事請負契約の変更契約の締結について御説

明いたします。 

 産業廃棄物の概数数量の確定による設計変更伴い、遠軽町議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得または処分に関する条例第２条の規定により、工事請負契約の変更契約を締
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結することについて、議会の議決を求めるものであります。 

 契約の目的は、令和５年度宮前１条通道路改良工事であります。 

 契約の金額は、変更前、５,２５０万３,０００円、変更後、５,２８３万３,０００円で

あります。 

 契約の相手方は、遠軽町大通北１丁目２番地、佐藤工業株式会社、代表取締役、佐藤敏

幸であります。 

 この工事につきましては、令和５年６月５日、株式会社渡辺組外６社により指名競争入

札を行いまして、佐藤工業株式会社が５,２５０万３,０００円で落札をし、令和５年６月

２１日から着工、１１月３０日の完成を予定しているところでありますが、産業廃棄物の

概数数量の確定による設計変更に伴いまして、契約金額５,２５０万３,０００円を３３万

円増の５,２８３万３,０００円に変更するものであります。 

 以上で、説明を終わります。 

○議長（杉本信一君） これより、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終わります。 

 これより、議案第１号工事請負の変更契約の締結についてを採決いたします。 

 本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１１ 議案第２号 

○議長（杉本信一君） 日程第１１ 議案第２号令和５年度遠軽町一般会計補正予算（第

７号）を議題といたします。 

 提出者の説明を求めます。 

 今井財政課長。 

○財政課長（今井昌幸君） 議案第２号令和５年度遠軽町一般会計補正予算（第７号）に

ついて説明いたします。 

 令和５年度遠軽町一般会計補正予算（第７号）につきましては、既定の歳入歳出予算の

総額に歳入歳出それぞれ１,１５１万円を追加し、歳入歳出予算の総額を１８０億１３５

万５,０００円とするものです。 

 補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」により説明いたします。 

 債務負担行為の追加は、「第２表債務負担行為補正」により説明いたします。 

 次のページをお開き願います。 

 第１表歳入歳出予算補正の１、歳入から説明いたします。 
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 １９款繰入金につきましては、１項基金繰入金に５万円を追加し、総額を１３億４,８

０３万８,０００円とするものです。 

 ２０款繰越金につきましては、１項繰越金に１,１４６万円を追加し、総額を２億８,９

２２万７,０００円とするものです。 

 これにより、歳入合計１７９億８,９８４万５,０００円に１,１５１万円を追加し、総

額を１８０億１３５万５,０００円とするものです。 

 次のページをお開き願います。 

 ２、歳出について説明いたします。 

 ３款民生費につきましては、２項児童福祉費を２７５万円減額し、総額を３６億１,６

２７万７,０００円とするものです。 

 １０款教育費につきましては、１項教育総務費に６６６万円を追加、５項社会教育費に

１６０万円を追加、６項保健体育費に６００万円を追加し、総額を１６億１,０４３万９,

０００円とするものです。 

 これにより、歳出合計１７９億８,９８４万５,０００円に１,１５１万円を追加し、総

額を１８０億１３５万５,０００円とするものです。 

 次に、第２表債務負担行為補正について説明いたします。 

 債務負担行為の追加につきましては、第３期子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査委

託料、限度額２７５万円を追加するもので、期間は令和５年度から令和６年度までです。 

 次に、歳入歳出補正予算事項別明細書の１、総括を省略いたしまして、３、歳出から説

明いたします。 

 ９ページをお開き願います。 

 ３款民生費２項児童福祉費１目児童福祉総務費、子ども・子育て支援事業２７５万円の

減額につきましては、第３期子ども・子育て支援事業計画の策定に当たり、必要となる保

護者へのニーズ調査について、国から調査等に関する指針やニーズ量の考え方などの情報

提供が遅れていることで、当初予算時に想定していた年度末までの成果物納品の見通しが

立たないことから契約ができないため、納期を令和６年度まで延長することとし、債務負

担行為補正を行い、委託料を減額するものです。 

 １１ページをお開き願います。 

 １０款教育費１項教育総務費３目教育振興費、教育振興一般経費につきましては、１１

月１８日に大阪市で開催される全日本小学生バンドフェスティバルに東小学校吹奏楽部及

び南小学校金管バンドが出場、１１月１９日に大阪市で開催される全日本マーチングコン

テストに遠軽中学校吹奏楽部が出場するため、東小学校に２６８万３,０００円、南小学

校に１５４万円、遠軽中学校に２４３万７,０００円、合わせて６６６万円の学校行事負

担金を追加するものです。 

 １３ページをお開き願います。 

 ５項社会教育費１目社会教育総務費、社会教育各種大会参加費助成事業につきまして
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は、１１月４日に東京都文京区で開催される日本管楽合奏コンテスト全国大会に南中学校

吹奏楽部が出場、１１月１９日に大阪市で開催される全日本マーチングコンテストに遠軽

高等学校吹奏楽局が出場するため、南中学校、遠軽高等学校、それぞれ８０万円、合わせ

て１６０万円の社会教育振興補助金を追加するものです。 

 １５ページをお開き願います。 

 ６項保健体育費１目保健体育総務費、保健体育各種大会参加費助成事業６００万円につ

きましては、１２月２７日から東大阪市で開催される全国高等学校ラグビーフットボール

大会に遠軽高等学校ラグビー部が出場するため、社会教育振興補助金を追加するもので

す。 

 次に、２、歳入について説明いたします。 

 ７ページをお開き願います。 

 １９款繰入金１項基金繰入金３目まちづくり振興基金繰入金につきましては、まちづく

り振興基金繰入金５万円の追加です。 

 ２０款繰越金１項繰越金１目繰越金につきましては、前年度繰越金１,１４６万円の追

加です。 

 以上で、説明を終わります。 

○議長（杉本信一君） これより、質疑を行います。 

 質疑は、第１表歳入歳出予算補正を省略して、歳入歳出補正予算事項別明細書の３、歳

出より、各款ごとに行います。 

 ３款民生費、９ページ、１０ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） １０款教育費、１１ページから１６ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 次に、２、歳入に入ります。 

 １９款繰入金、７ページ、８ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） ２０款繰越金、７ページ、８ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 次に、第２表債務負担行為補正、３ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終わります。 

 これより、議案第２号令和５年度遠軽町一般会計補正予算（第７号）を採決いたしま

す。 

 本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１２ 議案第３号 

○議長（杉本信一君） 日程第１２ 議案第３号令和５年度遠軽町国民健康保険特別会計

補正予算（第１号）を議題といたします。 

 提出者の説明を求めます。 

 古賀住民生活課長。 

○住民生活課長（古賀伸次君） 議案第３号令和５年度遠軽町国民健康保険特別会計補正

予算（第１号）について御説明いたします。 

 令和５年度遠軽町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）につきましては、既定の歳

入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１０７万８,０００円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ２１億４,９５５万４,０００円とするものです。 

 補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」により御説明いたしま

す。 

 次のページをお開き願います。 

 第１表歳入歳出予算の１、歳入から御説明いたします。 

 ３款道支出金につきましては、１項道補助金に１０７万８,０００円を追加し、総額を

１５億４,６６２万８,０００円とするものです。 

 これにより、歳入合計２１億４,８４７万６,０００円に１０７万８,０００円を追加

し、総額を２１億４,９５５万４,０００円とするものです。 

 次に、歳出について御説明いたします。 

 次のページをお開き願います。 

 １款総務費につきましては、１項総務管理費に１０７万８,０００円を追加し、総額を

５,３１９万８,０００円とするものです。 

 これにより、歳出合計２１億４,８４７万６,０００円に１０７万８,０００円を追加

し、総額を歳入歳出同額の２１億４,９５５万４,０００円とするものです。 

 次に、歳入歳出予算事項別明細書の１、総括を省略いたしまして、歳出から説明いたし

ます。 

 ８ページをお開き願います。 

 １款総務費１項総務管理費１目一般管理費１０７万８,０００円につきましては、産前

産後期間における保険税減額に係る国民健康保険システム改修業務委託料の計上です。 

 次に、歳入について御説明いたします。 

 ６ページをお開き願います。 

 ３款道支出金１項道補助金１目保険給付費等交付金２節特別交付金１０７万８,０００

円につきましては、システム改修に係る国調整交付金の追加です。 
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 以上で、議案第３号の説明を終わります。 

○議長（杉本信一君） これより、質疑を行います。 

 質疑は、第１表歳入歳出予算補正を省略して、歳入歳出補正予算事項別明細書の３、歳

出より各款ごとに行います。 

 １款総務費、８ページ、９ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 次に、２、歳入に入ります。 

 ３款道支出金、６ページ、７ページ。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終わります。 

 これより、議案第３号令和５年度遠軽町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）を採

決いたします。 

 本案は、討論を省略して、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 暫時休憩します。 

午前１１時１４分 休憩 

────────────── 

午前１１時１６分 再開 

○議長（杉本信一君） 再開いたします。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１３ 常任委員会及び議会運営委員会所管事務調査通知 

○議長（杉本信一君） 日程第１３ 常任委員会及び議会運営委員会所管事務調査通知を

行います。 

 閉会中における各委員会の所管事務調査について、会議規則第７３条第１項及び第２項

並びに第７５条の規定により、お手元に配付のとおり、各委員長から申出があります。 

 お諮りします。 

 本件について、各常任委員長及び議会運営委員長の申出のとおり承認することに御異議

ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（杉本信一君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本件については、各委員長の申出のとおり決定しました。 

──────────────────────────────────── 

◎閉議宣告 
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○議長（杉本信一君） 以上をもって、本臨時会の会議に付された事件は全部終了しまし

た。 

──────────────────────────────────── 

◎閉会宣告 

○議長（杉本信一君） 会議を閉じます。 

 以上で、令和５年第７回遠軽町議会臨時会を閉会します。 

午前１１時１７分 閉会 




